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検証ポイント わかったこと 備 考

34 芸術監督は、自分の会社
の負担で、展覧会の詳細を
解説するウェブサイトを提
供し、また本来は、不自由
展実行委員会側が負担すべ
き費用の立替えを約束した
が、これは不適切ではない
か。

・不自由展実行委員会の希望により、同会側の不安を解消
するため、以下の内容の覚書を、芸術監督と不自由展実
行委員会の間で交わした。

① あいちトリエンナーレ実行委員会から支払いが
行われるまでの間、不自由展実行委員会は、芸術
監督に必要経費の立て替えを請求できる。

② 不自由展実行委員会が作家から提訴されたとき
は、紛争解決に要した経費を芸術監督が負担する。

・あいちトリエンナーレ実行委員会のウェブサイトは、も
ともと作家と作品を簡単に紹介する仕組みとなっている。
しかし本件では、芸術監督が経営する会社が不自由展実
行委員会のウェブサイトを作成し、10月9日（水）から
公式ウェブサイトにリンクが貼られた
（https://censorship.social/）。これは、参加作家の
名前がHP上に発表されないことに不満を持った作家から
の要請に応える目的、そして、不自由展実行委員会に
ウェブサイト構築のノウハウが乏しかったという事情に
よるとされている。

・しかし、以上の事はいずれも不適切である。

・クオリティを高めるために
芸術監督が企業等から協賛
金を集めてくることは業務
内であり問題ない。予算不
足を解消し、不自由展を何
とか実現したかったという
芸術監督の熱意は理解でき
る。

・しかし、あいちトリエン
ナーレ実行委員会は、不自
由展実行委員会と業務委託
契約を締結する関係にある。
その中で、芸術監督が自費
とはいえ相手方の費用を負
担することは、公私混同と
みなされかねない行為であ
る。また、同じく自費とは
いえ個人として特定作家を
協賛することも芸術監督の
公的立場に照らし不適切で
ある。なお、事務局はこれ
らを知りながら黙認してい
たが不適切である。
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